
告 示

�愛媛県告示第１１８３号
土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定によ

り、次のとおり形質変更時要届出区域を指定する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

今治市波方町郷字こに甲１２２９番１の一部、甲１２２９番８の一部、

甲１２２９番９の一部、甲１２２９番１０の一部、甲１２２９番１１の一部、甲１２

２９番１４の一部、甲１２２９番１５の一部及び甲１２２９番１６（次の図のとお

り）

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第

１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

シス－１，２－ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、鉛

及びその化合物並びにふっ素及びその化合物

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局環

境政策課及び愛媛県今治保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１８４号
土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定によ

り、次のとおり形質変更時要届出区域を指定する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 区域

新居浜市惣開町乙１番２４の一部（次の図のとおり）

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第
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１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエチ

レン、シス－１，２－ジクロロエチレン、１，３－ジクロロプロ

ペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、１，１，１－ト

リクロロエタン、１，１，２－トリクロロエタン、トリクロロエ

チレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合

物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、
ひ

鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、

ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、

ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物

３ 土壌汚染対策法施行規則第３１条第２項の基準に適合していない

特定有害物質の種類

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、

水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、
ひ

砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びそ

の化合物

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局環

境政策課及び愛媛県西条保健所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１８５号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり第二種特定

鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１８６号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第２８条第７項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥

獣保護区の存続期間を更新する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

区 域 存続期間
捕獲等をすること
ができる第二種特
定鳥獣の種類

四国中央市地内の天満山休猟区の
全域

平成２８年１１月１日
から平成２９年３月
３１日まで

イノシシ、ニホン
ジカ

四国中央市地内の佐々連休猟区の
全域 同 上 同 上

四国中央市地内の呉石休猟区の全
域 同 上 同 上

新居浜市地内の蔭地休猟区の全域 同 上 同 上

新居浜市地内の船木休猟区の全域 同 上 同 上

西条市地内の蔭地休猟区の全域 同 上 同 上

西条市地内の河之内休猟区の全域 同 上 同 上

西条市地内の寺尾休猟区の全域 同 上 同 上

今治市地内の藤子休猟区の全域 同 上 同 上

越智郡上島町地内の岩城島休猟区
の全域 同 上 同 上

松山市地内の高山休猟区の全域 同 上 同 上

伊予郡砥部町地内の大平休猟区の
全域 同 上 同 上

上浮穴郡�万高原町地内の父野川
休猟区の全域 同 上 同 上

上浮穴郡�万高原町地内の御三戸
休猟区の全域 同 上 同 上

大洲市地内の中居谷休猟区の全域 同 上 同 上

大洲市地内の恋木休猟区の全域 同 上 同 上

大洲市地内の高山寺休猟区の全域 同 上 同 上

喜多郡内子町地内の五十崎南休猟
区の全域 同 上 同 上

喜多郡内子町地内の寺村休猟区の
全域 同 上 同 上

八幡浜市地内の保内日土休猟区の
全域 同 上 同 上

西予市地内の譲葉休猟区の全域 同 上 同 上

西予市地内の鉢ヶ森休猟区の全域 同 上 同 上

西予市地内の田穂・男河内休猟区
の全域 同 上 同 上

北宇和郡鬼北町地内の父野川休猟
区の全域 同 上 同 上

宇和島市地内の御内休猟区の全域 同 上 同 上

南宇和郡愛南町地内の正木休猟区
の全域 同 上 同 上

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

奥之院鳥

獣保護区

旧川之江市と旧新宮村との

境界と三角寺と奥之院を結ぶ

山道との交点を起点とし、こ

こから同山道をほぼ南に進み、

市道上市仲線に出る。ここか

ら同市道をほぼ南に進み、市

道奥ノ院市仲線との交点に至

る。ここから同市道をほぼ南

に進み、奥之院で国道３１９号

に出る。ここから同国道をほ

ぼ東ないし北東に進み、新宮

ダムえん堤の延長線との交点

に至り、ここから同延長線を

南西に進み、同えん堤東端に

至る。ここから同えん堤を渡

り、市道新宮ダム線との交点

に至り、ここから同市道を西

に３００メ－トル進み、ここか

ら同ダム最高水位水際線の南

側に５０メ－トル離れて同水際

線に沿ってほぼ南西に進み、

平成２８年

１１月１日

から平成

３８年１０月

３１日まで

当該区域は、新宮

ダム及びその周辺の

針葉樹と広葉樹が混

在する林相の変化に

富む森林を有してい

る地域であり、多種

多様な鳥獣の生息地

となっていることか

ら、鳥獣保護区に指

定し、当該区域に生

息する鳥獣の保護を

図る。また、定期的

な巡視により、静謐

な環境の保持を図り、

鳥獣の安定的な生育

に著しい影響を及ぼ

すことのないよう留

意するとともに、自

然とのふれあいの場、

環境教育の場として

活用を図る。

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号

８６０



�������
�愛媛県告示第１１８７号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第２９条第１項の規定に基づき、次のとおり特別保護地

区を指定する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

神龍橋南端で同国道に出る。

ここから同国道をほぼ西に進

み、旧伊予三島市と旧新宮村

との境界に至る。ここから同

境界をほぼ北西に進み、旧川

之江市と旧伊予三島市と旧新

宮村との境界の交点に至り、

ここから旧川之江市と旧新宮

村との境界をほぼ北東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

岩屋寺鳥

獣保護区

上浮穴郡�万高原町七鳥の

県道西条�万線と町道竹谷槇

谷線との交点を起点とし、こ

こから同町道及びこれに続く

林道かごばら線をほぼ西ない

し北西に進み、同林道の終点

に至る。ここから谷沿いの山

道をほぼ北西に進み、同町槇

谷と嵯峨山を結ぶ山道に至り、

ここから同山道をほぼ北に進

み、町道引立線に出る。ここ

から同町道をほぼ西に進み、

同県道に出る。ここから同県

道を東に進み、西ノ川橋北端

に至り、ここから谷に沿って

北東に進み、尾根に達し、同

尾根を南東に進み、古岩屋に

続く谷に至り、ここから同谷

を南に進み、島田橋東端で同

県道に出る。ここから同県道

を南東に進み、町道サキ山線

との交点に至り、ここから同

町道を南東ないし北西に進み、

同県道との交点に至る。ここ

から同県道を南東に進み、町

道竹谷線との交点に至り、こ

こから同町道を南に進み、同

県道に出る。ここから同県道

をほぼ南東に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

同 上 当該区域は、四国

カルスト県立自然公

園の区域を含み、人

工林が多くを占める

当地方にあって、天

然林が多く残されて

おり、多種多様な鳥

獣の生息地となって

いることから、鳥獣

保護区に指定し、当

該地域に生息する鳥

獣の保護を図る。ま

た、定期的な巡視に

より、静謐な環境の

保持を図り、鳥獣の

安定的な生息に著し

い影響を及ぼすこと

のないように留意す

るとともに、自然と

のふれあいの場、環

境教育・学習の場と

して活用を図る。

横吹鳥獣

保護区

宇和島市津島町の国有林２０

１８林班と小班、２０１９林班へ小

班、２０２０林班、２０２１林班へ、

と及びちの各小班並びに２０２２

林班ち、り、ぬ及びれの各小

班の区域

同 上 当該区域は、横吹

渓谷を有する篠山県

立自然公園の区域を

含み、当渓谷周辺は

広葉樹を中心とした

天然林が多く残され

ており、多種多様な

鳥獣の生息地となっ

ていることから、鳥

獣保護区に指定し、

当該地域に生息する

鳥獣の保護を図る。

また、定期的な巡視

により、環境の保持

を図り、鳥獣の安定

的な生息に著しい影

響を及ぼすことのな

いように留意すると

ともに、自然とのふ

れあいの場、環境教

育・学習の場として

の活用を図る。

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

奥之院鳥

獣保護区

特別保護

地区

奥之院鳥獣保護区のうち新

宮ダムえん堤西端を起点とし、

ここから同区界をほぼ南西に

進み、旧伊予三島市と旧新宮

村との境界に至り、ここから

更に同区界を北に進み、銅山

川を渡り、同川左岸に至る。

ここから同岸を下流に進み、

同えん堤東端に至り、ここか

ら同えん堤を渡り、起点に至

る線に囲まれた区域

平成２８年

１１月１日

から平成

３８年１０月

３１日まで

奥之院鳥獣保護区

のうち、特に良好な

鳥獣の生息地となっ

ている新宮ダム貯水

池水面及び天然林が

残る河畔林を特別保

護地区に指定し、当

該区域に生息する鳥

獣の生息環境を保全

する。また、定期的

な巡視により、静穏

な環境の保持を図り、

鳥獣の安定的な生息

に著しい影響を及ぼ

すことのないよう留

意するとともに、自

然とのふれあいの場、

環境教育の場として

活用を図る。

岩屋寺鳥

獣保護区

特別保護

地区

岩屋寺鳥獣保護区の区域の

うち、上浮穴郡�万高原町直

瀬乙１６６２番５及び同町直瀬乙

１６６２番６並びに同町七鳥１２８６

番、同町七鳥１４４２番、同町七

鳥１４４３番、同町七鳥１４４４番、

同町七鳥１４６６番及び同町七鳥

１４７１番の岩屋寺の所有地の区

域一円

同 上 岩屋寺鳥獣保護区

のうち、高齢級の天

然林が多く残されて

いる岩屋寺周辺の特

に良好な鳥獣の生息

地となっている区域

について、特別保護

地区に指定し、当該

区域に生息する鳥獣

の生息環境を保全す

る。また、定期的な

巡視により、静穏な

環境の保持を図り、
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第３４条第１項の規定に基づき、次のとおり休猟区を指

定する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

鳥獣の安定的な生息

に著しい影響を及ぼ

すことのないよう留

意するとともに、自

然とのふれあいの場、

環境教育の場として

活用を図る。

蔭地休猟

区

新居浜市と四国中央市との境界と銅山川右岸との

交点を起点とし、ここから同境界を南に進み、三角

点（１，４００．５メートル）で愛媛県と高知県との境界

に至り、ここから同境界をほぼ西に進み、東光森山

三角点（１，４８６．１メートル）で葛籠尾鳥獣保護区界

に至る。ここから同区界を北東ないし北西に進み、

積善谷に至り、ここから同谷をほぼ北に進み、同川

に出る。ここから同川右岸を下流に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

同 上

船木休猟

区

新居浜市船木の国道１１号の国領大橋東端を起点と

し、ここから同国道を東に進み、市道坂の下大�保

線との交点に至る。ここから同市道を南に進み、市

道角野関の戸線との交点に至り、ここから同市道を

南西に進み、客谷橋で客谷川に出て、同川右岸を上

流に進み、孝々谷川との合流点に至る。ここから同
りょう

川右岸を上流に進み、通称城ヶ尾稜線に通じる山道

との交点に至り、ここから同山道をほぼ南に進み、
りょう

通称大多羅稜線に通じる山道との交点に至り、ここ

から同山道をほぼ南東に進み、下兜山三角点（１，２３

３．７メートル）で同市と四国中央市との境界に至り、

ここから同境界をほぼ南西に進み、上兜山（１，５６１

メートル）に至る。ここから種子川に通じる山道を

ほぼ北西に進み、魔戸の滝上部を経て、更に同山道

をほぼ北に進み、同川に出て、同川右岸を下流に進

み、享徳橋東端で市道角野船木支線との交点に至る。

ここから同市道を西に進み、新田橋で国領川に出て、

同川右岸を下流に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

同 上

蔭地休猟

区

西条市藤之石の国道１９４号の新八之子谷橋東端を

起点とし、ここから同国道をほぼ東ないしほぼ南東

に進み、加茂川林道主谷支線との交点に至り、ここ

から同林道を南東に進み、同林道終点で桂谷川に出

る。ここから同川左岸を上流に進み、民有林と国有

林との境界に至る。ここから同境界をほぼ西ないし

ほぼ北に進み、林道扇山線を横断し、更に同境界を

北西に進み、八之子谷川に出る。ここから同川右岸

を下流に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

河之内休

猟区

旧東予市と旧周桑郡丹原町と旧越智郡玉川町との

境界の交点を起点とし、ここから旧東予市と旧越智

郡玉川町との境界を北に進み、三角点（１，０３２．４メ

ートル）を経て、通称カモシカで林道河之内支線に

通じる山道との交点に至る。ここから同山道を東に

進み、通称ダイガタオに至る。ここから庄内公団造

林と県営林との境界を南東に進み、官行造林１５林班

と県営林との境界に至り、ここから同境界をさらに

南東に進み、同公団造林と県営林との境界に至る。
りょう

ここから同境界稜線をほぼ南に進み、通称ナガソ、

官行造林と県営林との境界に至り、ここから同境界
りょう

稜線を南東に進み、林道河之内本線を横断し、更に
りょう

同境界稜線を南東に進み、通称スズガタオで旧東予

市と旧周桑郡丹原町との境界に至る。ここから同境

界をほぼ西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

名 称 区 域 存続期間

天満山休

猟区

四国中央市と新居浜市との境界と県道新居浜土居

線との交点を起点とし、ここから同境界をほぼ北東

に進み、海岸線に出て、その海岸線をほぼ東に進み、

天満漁港で市道海通橋海岸線に出る。ここから同市

道を南に進み、市道八雲神社常盤橋線との交点に至

り、ここから同市道を南に進み、関川特定猟具使用

禁止区域界に至る。ここから同区域界を南西に進み、

大谷橋西端で市道北野土居線に出る。ここから同市

道を西に進み、同県道に出る。ここから同県道を北

西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

平成２８年

１１月１日

から平成

３１年１０月

３１日まで

佐々連休

猟区

四国中央市金砂町小川山の三島嶺南鳥獣保護区界

と市道薬師線との交点を起点とし、ここから同市道

をほぼ南東に進み、薬師峠を経て、更に同市道をほ

ぼ南東に進み、市道金砂中之川線との交点に至る。

ここから同市道をほぼ南に進み、同市道終点に至り、

ここから林道中之川線をほぼ南に進み、同林道終点

に至る。ここから中川峠に通じる山道をほぼ南に進

み、同峠で愛媛県と高知県との境界に至る。ここか

ら同境界を北西に進み、佐々連尾山三角点（１，４０４．

３メートル）を経て、更に同境界を西に進み、大森

山で国有林と民有林との境界に至る。ここから同境

界をほぼ北ないし東に進み、上小川に出て、同川右

岸を下流に進み、同区界との交点に至り、ここから

同区界をほぼ北東に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

呉石休猟

区

旧川之江市と旧宇摩郡新宮村との境界と市道中山

口川之江線掘切峠との交点を起点とし、ここから同

境界をほぼ東に進み、愛媛県と徳島県との境界に至

る。ここから同境界を東に進み、峰畑山三角点（７４

７．９メートル）を経て、更に同境界を南に進み、銅

山川に出る。ここから同川右岸を上流に進み、銅山

川橋と国道３１９号との交点に至り、ここから同国道

を北東ないしほぼ北西に進み、掘切トンネル南口を

経て、市道中山口川之江線に至る。ここから同市道

をほぼ北西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上
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南西に進み、同町と喜多郡内子町との境界に至り、

ここから同境界をほぼ北に進み、�万高原町と内子

町と伊予郡砥部町との境界の交点に至る。ここから

�万高原町と砥部町との境界をほぼ北に進み、サレ

ガ峠で県道上尾峠�万線に出て、同県道を東ないし

南に進み、町道宮成森田線との交点に至る。ここか

ら同町道を南に進み、県道�万中山線に出て、同県

道をほぼ南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

御三戸休

猟区

上浮穴郡�万高原町日野浦の国道３３号と県道美川

川内線との交点を起点とし、ここから同国道をほぼ

北西に進み、県道東川上黒岩線との交点に至り、こ

こから同県道を北ないし東に進み、県道西条�万線

との交点に至り、ここから同県道をほぼ東に進み、

国道４９４号に出る。ここから同国道を南東に進み、

県道美川川内線との交点に至り、ここから同県道を

ほぼ南東ないし南西に進み、町道蓑川線との交点に

至り、ここから同町道をほぼ南東に進み、農道置俵

線との交点に至る。ここから同農道をほぼ西ないし

南東に進み、町道木地線に出て、同町道をほぼ東な

いし南西に進み、同県道に出て、同県道をほぼ南西

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

中居谷休

猟区

大洲市肱川町山鳥坂の県道小田河辺大洲線と県道

肱川公園線との交点である鹿野川大橋東端を起点と

し、ここから同県道をほぼ北ないし北西に進み、同

市と喜多郡内子町との境界に至る。ここから同境界

をほぼ北東に進み、旧喜多郡肱川町と喜多郡内子町

と旧喜多郡河辺村との境界に至る。ここから旧喜多

郡肱川町と旧喜多郡河辺村との境界を南ないし南東

に進み、県道小田河辺大洲線に出る。ここから同県

道をほぼ南西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

恋木休猟

区

大洲市新谷の国道５６号と県道柳沢新谷（停）線と

の交点を起点とし、ここから同県道をほぼ北に進み、

市道新谷八多喜新町線との交点に至り、ここから同

市道をほぼ北西に進み、市道有木蛙ケ峠線との交点

に至り、ここから同市道をほぼ北東に進み、市道藤

縄線との交点に至り、ここから同市道を西ないしほ

ぼ北に進み、県道藤縄長浜線に出て、同県道をほぼ

北東に進み、県道柳沢新谷（停）線との交点に至り、

ここから同県道を東ないし南に進み、市道恋木内子

線との交点に至り、ここから同市道を東ないし南東

に進み、同市と喜多郡内子町との境界に至り、ここ

から同境界をほぼ南ないし南西に進み、国道５６号に

出て、同国道を西に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

高山寺休

猟区

大洲市大洲の国道５６号と県道大洲保内線との交点

を起点とし、ここから同県道をほぼ西ないし北に進

み、同市と八幡浜市との境界に至る。ここから同境

界を東ないし北に進み、三角点（５７８．４メートル）

を経て、更に同境界を北西に進み、県道瀬田八多喜

停車場線に出る。ここから同県道を北西ないしほぼ

北東に進み、県道櫛生大洲線との交点に至り、ここ

から同県道をほぼ東ないし南東に進み、県道長浜中

同 上

寺尾休猟

区

旧周桑郡丹原町と旧周桑郡小松町との境界と国道

１１号との交点を起点とし、ここから同境界を南ない

し南東に進み、志河川に出る。ここから同川右岸を

下流に進み、同国道との交点に至り、ここから同国

道をほぼ北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

藤子休猟

区

今治市玉川町龍岡上の楢原山山頂（１，０４１メート
りょう

ル）を起点とし、ここから稜線を南西に進み、市道

木地奥山線に出る。ここから同市道を北西に進み、

国道３１７号に出て、同国道を北西に進み、楢原山に
りょう りょう

通じる稜線との交点に至り、ここから同稜線を南東

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

岩城島休

猟区

越智郡上島町岩城島のうち、岩城島全島 同 上

高山休猟

区

松山市片山の市道河野五明線と国道１９６号との交

点を起点とし、ここから同国道をほぼ北に進み、同

国道と市道郷境線との交点に至り、ここから同市道

を東に進み、市道池の内線との交点に至る。ここか

ら同市道を東に進み、農道との交点に至り、ここか

ら同農道をほぼ北に進み、市道中西外５号線との交

点に至る。ここから同市道を東ないし北に進み、市

道八反地中の郷線との交点に至り、ここから同市道

を北に進み、市道中西外新開線との交点に至る。こ

こから同市道を東に進み、市道八反地宮内線との交

点に至り、ここから同市道を北に進み、市道北条椋

の原線との交点に至る。ここから同市道を東に進み、

市道八反地申塚線との交点に至る。ここから同市道

をほぼ北に進み、県道北条玉川線との交点に至る。

ここから同県道をほぼ東に進み、院内川との交点に

至る。ここから同川左岸を上流に進み、高縄鳥獣保

護区界に至る。ここから同区界を南西に進み、同区

界と市道別府善応寺線との交点に至る。ここから同

市道を東に進み、県道湯山高縄北条線との交点に至

る。ここから同県道をほぼ東に進み、市道九川宝坂

線との交点に至る。ここから旧松山市と旧北条市と

の境界に向かう山道を南西ないし南に進み、同境界

に至る。ここから同境界をほぼ西に進み、幸次が峠

で同市牛谷に通じる山道に出る。ここから同山道を

ほぼ北ないし西に進み、同市牛谷の天満宮前で市道

河野五明線との交点に至り、ここから同市道を西な

いし北西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

大平休猟

区

伊予郡砥部町千足の国道３７９号と国道３３号との交

点を起点とし、ここから同国道を北西に進み、砥部

川下流・通谷池特定猟具使用禁止区域界との交点に

至り、ここから同区域界を北東に進み、同町と松山

市との境界に至り、ここから同境界を南東に進み、

町道弘法師線との交点に至る。ここから同町道をほ

ぼ西に進み、町道千里口線との交点に至り、ここか

ら同町道を北東に進み、国道３７９号に出る。ここか

ら同国道を北西に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

同 上

父野川休

猟区

上浮穴郡�万高原町露峰の県道�万中山線と国道

３８０号との交点を起点とし、ここから同国道をほぼ

同 上
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村線との交点に至り、ここから同県道をほぼ南に進

み、同国道に出る。ここから同国道を南に進み、起

点に至る線に囲まれた区域のうち、大洲城山鳥獣保

護区の区域を除いた区域

五十崎南

休猟区

喜多郡内子町福岡の県道肱川公園線と県道坊屋敷

小田線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ

北東に進み、旧喜多郡五十崎町と旧喜多郡内子町と

の境界に至る。ここから同境界を南に進み、同町と

大洲市との境界の交点に至り、ここから同境界を南

ないし南西に進み、県道肱川公園線に出て、同県道

を北に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

寺村休猟

区

喜多郡内子町中田渡の国道３７９号と町道中田渡桜

原線との交点を起点とし、ここから同町道を東に進

み、桜原部落で町道桜原植木線との交点に至る。こ

こから同町道をほぼ南に進み、植木部落で道徳部落

に通じる通称植木越え山道との交点に至り、ここか

ら同山道を南東に進み、同部落で国道３８０号に出る。

ここから同国道を南ないし西に進み、国道３７９号と

の交点に至り、ここから同国道を北東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

保内日土

休猟区

八幡浜市保内町川之石の市道和田町伊方町線の第

１川之石橋西端を起点とし、ここから宮内川右岸を

上流に進み、平家谷公園で市道ゴゼガ峠線に至る。

ここから同市道を同町喜木津に向かって進み、県道
りょう

鳥井喜木津線との交点に至り、ここから稜線を西に

進み、海岸線に出て、その海岸線をほぼ北東に進み、

同市と大洲市との境界に至る。ここから同境界を東

ないし南東に進み、浄心山三角点（７８１．６メートル）

を経て、更に同境界を南東ないし北東に進み、郷の

峠で県道長浜保内線に出る。ここから同県道をほぼ

南西に進み、川辻橋西端で出石川に出て、同川右岸

を下流に進み、喜木川との合流点に至り、ここから

同川右岸を下流に進み、市道和田町伊方町線の第２

川之石橋西端に至り、ここから同市道を西に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

譲葉休猟

区

西予市宇和町�保の県道鳥坂宇和線と市道北只横

野線との交点を起点とし、ここから同市道をほぼ北

東に進み、同市と大洲市との境界に至る。ここから

同境界をほぼ東に進み、同市と西予市宇和町と西予

市野村町との境界の交点に至り、ここから同市宇和

町と同市野村町との境界を南に進み、羽子の木峠に

至る。ここから瀬戸川に通じる谷を西に進み、同川

に出て、同川右岸を下流に進み、同県道との交点に

至る。ここから同県道をほぼ北に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

鉢ヶ森休

猟区

西予市野村町野村の国道４４１号と市道徳城荷刺１

号線との交点を起点とし、ここから同国道をほぼ南

西に進み、野村ダム周辺鳥獣保護区界を経て、更に

同国道を北ないし北西に進み、県道高瀬松渓線との

交点に至る。ここから同県道をほぼ東に進み、県道

大洲野村線との交点に至る。ここから同県道をほぼ

南東に進み、市道荷刺徳城２号線との交点に至り、

同 上

ここから同市道を西ないし南西に進み、市道徳城荷

刺１号線との交点に至る。ここから同市道を南に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

田穂・男

河内休猟

区

西予市城川町魚成の国道１９７号と県道野村城川線

との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ西に進

み、国道４４１号に出て、同国道をほぼ南に進み、同

市城川町と同市野村町との境界に至る。ここから同

境界をほぼ北東に進み、国道１９７号に出て、同国道

を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

父野川休

猟区

北宇和郡鬼北町父野川中の県道節安下鍵山線と林

道藤川線との交点を起点とし、ここから同県道をほ

ぼ東ないし北に進み、国有林林道節安線との交点に

至り、ここから同林道をほぼ南東に進み、国有林と

民有林との境界に至る。ここから同境界を北東に進

み、同町と高知県との境界に至る。ここから同境界

をほぼ南ないし南西に進み、林道藤川線に出る。こ

こから同林道をほぼ北に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

御内休猟

区

宇和島市津島町御内の県道宿毛津島線と市道大道

川線との交点を起点とし、ここから同市道をほぼ北

に進み、市道御内御代ノ川線との交点に至り、ここ

から同市道を北西ないし北東に進み、県道御代の川

清重線に出る。ここから同県道をほぼ北西に進み、

市道御代ノ川線に至り、ここから同市道をほぼ北東

に進み、同市道の終点に至る。ここから鬼が城山に

通じる谷をほぼ北東に進み、鬼が城山三角点（１，１５

１．０メートル）で旧宇和島市と旧津島町との境界に

至る。ここから同境界を南東に進み、同市と高知県

との境界に至る。ここから同境界をほぼ南東に進み、

大黒山三角点（１，１０５．８メートル）を経て、更に同

境界を南に進み、県道宿毛津島線に出る。ここから、

同県道をほぼ西に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

同 上

正木休猟

区

南宇和郡愛南町増田の国道５６号と町道増田１号線

との交点を起点とし、ここから同町道を北に進み、

町道増田２号線との交点に至り、ここから同町道を

北西に進み、町道増田３号線との交点に至り、ここ

から同町道をほぼ北に進み、町道浅尻線との交点に

至り、同町道をほぼ北西に進み、林道浅尻線との交

点に至る。ここから谷を旧一本松町と旧城辺町との

境界に向かって進み、同境界に至り、ここから同境

界をほぼ北東に進み、国有林３０８１林班界に至り、こ

こから同林班界を東ないし北東に進み、町道羽後山

線に出る。ここから同町道を南東ないし北東に進み、

篠川に出て、同川右岸を下流に進み、愛媛県と高知

県との境界に至り、ここから同境界をほぼ南に進み、

同国道に出て、同国道をほぼ西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号

８６４
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法律第８８号）第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使

用禁止区域を指定する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広 �������
�愛媛県告示第１１９０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１９１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関の名称が、次のように変更された。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１９２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 区 域 存続期間
禁止に係
る特定猟
具の種類

北梅本

町西岡

特定猟

具使用

禁止区

域

松山市北梅本町の県道松山川内線と市道

小野８号線との交点を起点とし、ここから

同市道を東ないし北に進み、松山市農業指

導センター前を経て、同市と東温市との境

界に通じる山道との交点に至る。ここから

同山道をほぼ北東に進み、同境界を経て、

更に同山道を北東に進み、市道西岡１号線

に通じる農道に出て、同農道をほぼ南に進

み、同市道に出る。ここから同市道を南に

進み、市道西岡２号線との交点に至り、こ

こから同市道を南西に進み、岡八幡宮前を

経て、更に同市道を南に進み、同県道に出

て、同県道を西に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

平成２８年

１１月１日

から平成

３８年１０月

３１日まで

銃 器

田ノ浦

特定猟

具使用

禁止区

域

伊予郡砥部町麻生の国道３３号と町道高尾

田麻生線との交点を起点とし、ここから同

町道を南西に進み、町道川井・三角麻生線

との交点に至り、ここから同町道を南西に

進み、町道田の浦川井線との交点に至り、

ここから同町道を北に進み、町道重光田の

浦線との交点に至る。ここから同町道を北

ないし西に進み、町道八倉田の浦線との交

点に至り、ここから同町道を北に進み、同

町と伊予市との境界に通じる山道との交点

に至り、ここから同山道をほぼ西に進み、

同境界に至る。ここから同境界をほぼ北に

進み、重信川左岸堤防との交点に至り、こ

こから同堤防を南東に進み、同国道との交

点に至り、ここから同国道を南に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上 同 上

せと風

の丘パ

ーク特

定猟具

西宇和郡伊方町志津８９１番地４にある瀬

戸ディファレンシャルＧＰＳ局内送信空中

線（高さ４７メートル）を中心とした半径４０

０メートルの円内の区域

同 上 同 上

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

新 谷 歯 科 医 院 八幡浜市１５６９番地１１ 平成２８年９月１２日

に こ に こ 薬 局 大 町 店 西条市大町６４３番地２ 平成２８年１０月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
沖内科クリニック

宇和島市新田町一丁目２
－３０ 平成２８年１０月１日

（変更前）
沖循環器科内科

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

新 谷 歯 科 医 院 八幡浜市１５６９－１１ 平成２８年９月１１日

あ す な ろ 薬 局 西条市大町６４３番地２ 平成２８年９月３０日

使用禁

止区域

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社いよコスモス 伊予市尾崎９番地６ 訪問介護事業所いよコスモス 伊予市尾崎９番地６ 平成２８年８月２０日

株式会社 Ｙ’ｓグローイン
グ

新居浜市上原町二丁目５番４９
号 すみの薬局 新居浜市中筋町二丁目１番３

号 平成２８年９月１日

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号

８６５
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�愛媛県告示第１１９４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）の指定訪問看護事業等を行う事業

所の所在地が次のように変更された。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社いよコスモス 伊予市尾崎９番地６ 訪問介護事業所いよコスモス 伊予市尾崎９番地６ 平成２８年８月２０日

新居浜医療福祉生活協同組合 新居浜市萩生１０６１番地 訪問看護ステーションたかつ 新居浜市高津町３番２０号 平成２８年７月１日

新居浜医療福祉生活協同組合 新居浜市萩生１０６１番地 訪問看護ステーションそよ風
さん 新居浜市萩生１０６１番地 平成２８年９月１日

株式会社 Ｙ’ｓグローイン
グ

新居浜市上原町二丁目５番４９
号 すみの薬局 新居浜市中筋町二丁目１番３

号 平成２８年９月１日

株式会社 ケアフル 西条市飯岡４０７８番地５ デイサービス陽だまり 西条市飯岡４０７８番地５ 平成２８年１０月１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社ＡＴＳＵＫＩ 四国中央市土居町土居３４７番
地５ 訪問看護２４

（変更後）
四国中央市土居町土居３４８番
地内

平成２８年１０月１日
（変更前）
四国中央市土居町土居３４７番
地５

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社ぐんじょう 新居浜市北内町４丁目９番６
号 訪問介護事業所ひつじが丘

（変更後）
新居浜市北内町４丁目９番６
号

平成２７年８月１日
（変更前）
新居浜市吉岡町４－３３吉岡コ
ーポラス２－Ｄ号室

合同会社ＡＴＵＫＩ 四国中央市土居町土居３４７番
地５ 訪問看護２４

（変更後）
国中央市土居町土居３４８番地
内

平成２８年１０月１日
（変更前）
四国中央市土居町土居３４７番
地５

株式会社 ケアフル 西条市飯岡４０７８番地５ デイサービス陽だまり 西条市飯岡４０７８番地５ 平成２８年１０月１日

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号

８６６
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�愛媛県告示第１２００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

新居浜市船木地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条

第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを

縦覧に供する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（防災ダム事業・池田地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２８年１０月３１日から１１月２９日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１２０１号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農業振興局農産園

芸課担い手・農地保全対策室において告示の日から２週間公衆の縦

覧に供する。

平成２８年１０月２８日

�愛媛県告示第１１９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社ぐんじょう 新居浜市北内町４丁目９番６
号 訪問介護事業所ひつじが丘

（変更後）
新居浜市北内町４丁目９番６
号

平成２７年８月１日
（変更前）
新居浜市吉岡町４－３３吉岡コ
ーポラス２－Ｄ号室

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社ぐんじょう 新居浜市北内町４丁目９番６
号 訪問介護事業所ひつじが丘

（変更後）
新居浜市北内町４丁目９番６
号

平成２７年８月１日
（変更前）
新居浜市吉岡町４－３３吉岡コ
ーポラス２－Ｄ号室

合同会社ＡＴＵＫＩ 四国中央市土居町土居３４７番
地５ 訪問看護２４

（変更後）
四国中央市土居町土居３４８番
地内

平成２８年１０月１日
（変更前）
四国中央市土居町土居３４７番
地５

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

にこにこ薬局 大町店 西条市大町６４３番地２ 古野 翼 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２８年
１０月１日

ホリバタ薬局 宇和島市広小路１番２８号 愛ファーマシー株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２８年
１０月３日
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
八反地営農組合

愛媛県松山市八反地
甲２２８番地１

愛媛県松山市八反地
甲３４３番地１ほか４
筆

３，４２２

神 野 哲 彰 愛媛県松山市上伊台
町８９３番地１

愛媛県松山市東大栗
町甲１２０番１０ほか３
筆

７，８６２

株式会社
テレファーム

愛媛県松山市西長戸
町甲２７９番地１７

愛媛県大洲市八多喜
町３９５６番ほか１５筆 ４５，９９５

２ 申請年月日

平成２８年１０月１３日

�������
�愛媛県告示第１２０２号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２８年１０月２８日から１１月１０日まで

�������
�愛媛県告示第１２０３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

西条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

西条市

西条市明屋敷１６４番地

市長 青野 勝

２ 事業場の名称及び所在地

本谷温泉館

西条市河之内甲４９４番地他

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� Ａ

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．７

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６６号の３ロ 洗濯施
設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり７キログラム処理×３基

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 １時間

設 置 年 月 日 平成１３年３月３１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 合併処理浄化槽

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２．３８５メートル 横１２．３８メートル
高さ２．９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２１立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 間欠ばっ気及び担体付着ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．０～８．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２５０

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２５０

通常 ８

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

通常 ８

最大 １０
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� Ｂ

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第１２０４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� 昇圧前気液分離器（Ｄ－９９４）

設 置 年 月 日 平成１３年３月３１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 合併処理浄化槽

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２．５メートル 横９．５３メートル
高さ３．２９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２８立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 接触ばっ気及び三次処理（間欠ばっ気）

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．０～８．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２５０

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２５０

通常 ８

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

通常 ８

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 ８

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２

最大 ２８

通常 ２２

最大 ２８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４０

最大 ８１

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 ８

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６

最大 ２１

通常 １６

最大 ２１

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４７０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～６

最大 ４～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０

最大 ０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０
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� バブリング槽（Ｄ－９９６）

� 凝縮水排水ドラム（Ｄ－９９８）

� 固液分離（５３Ｚ－０２８）

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．６

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２４０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～６

最大 ４～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０

最大 ０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．３

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～６

最大 ４～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０

最大 ０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２５０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１５日

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ハ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２４立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３～４

最大 ３～４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０，０００

最大 ４８０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満
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� 除害塔１（５３Ｔ－９０１）

� 除害塔２（５３Ｔ－９０４）

� 洗浄塔（５３Ｔ－０９１）

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ２４

備考 汚水等は、液中燃焼設備（７ＣＴ）にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２０，０００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 ７～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ８０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５

最大 ２０

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １３～１４

最大 １３～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５０

最大 ７５

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２０，０００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３，０００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９～１２

最大 １０～１３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５，０００

最大 １０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号
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� 精留塔２（５３Ｔ－２０３）

� 第一脱水塔（５３Ｔ－０４１）

� 精留塔１（５３Ｔ－２０５）

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １５

備考 汚水等は、液中燃焼設備（７ＣＴ）にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，１７０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～４

最大 １～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９，８００

最大 １４，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９０

最大 ２３０

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３～６

最大 ３～６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６０

最大 ９０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり７１０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １～３

最大 １～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００，０００

最大 １２０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６０

最大 ２００

備考 汚水等は、５ＭＮインシネレーターにて焼却処理する。

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号
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� 精留塔（５３Ｔ－４０１）

� 分離塔（５３Ｔ－４０２Ａ）

� 分離塔（５３Ｔ－４０２Ｂ）

� 封水セパレーター（５３Ｄ－４０６）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２５０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ４～５

最大 ４～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４０，０００

最大 １８０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６，７００

最大 ８，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４

最大 ２０

備考 汚水等は、液中燃焼設備（７ＣＴ）にて処理する。

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００，０００

最大 ９００，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３

最大 ４．５

備考 汚水等は、液中燃焼設備（７ＣＴ）にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１７トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～７

最大 ５～７

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１７トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～７

最大 ５～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００，０００

最大 ９００，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３

最大 ４．５

備考 汚水等は、液中燃焼設備（７ＣＴ）にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号
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� 排ガス洗浄塔（５３Ｔ－５０５Ｂ）

� ＣＯ２洗浄塔（５３Ｔ－８０４）

� 濃縮ドレンセパレーター（５３Ｄ－８０７Ａ）

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３６０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～７

最大 ４～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３，０００

最大 ４０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５５

最大 ６０

備考 汚水等は、液中燃焼設備（７ＣＴ）にて処理する。

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３５

最大 ７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５０

最大 ４００

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２，４００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８～１０

最大 ８～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６００

最大 １，２００

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３，０００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 ７．５～９．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５０

最大 ３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，２００

最大 １，６００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３８０

最大 ５９０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５００トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号
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� 脱安コンデンサー（５３Ｅ－５０３－１／２）

� ベントガス洗浄塔（５３Ｔ－８５７）

� 溶媒回収塔リボイラー（５３Ｅ－８５８）

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８～１０

最大 ８～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７０

最大 １４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ４００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８０

最大 ３８０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９０，０００

最大 １２０，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５

最大 ３０

備考 汚水等は、液中燃焼設備（７ＣＴ）にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり７２０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９～１１．５

最大 ９～１１．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，０００

最大 ３，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，１００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ８～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，０００

最大 ４，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０

最大 ４５

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり６０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号
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� 溶媒回収塔（５３Ｔ－８５５）

� 排ガスコンデンサー（５３Ｅ－７９２Ａ）

� 排ガスコンデンサー（５３Ｅ－７９２Ｂ）

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８～１０

最大 ８～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ４００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６０

最大 ８０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６０

最大 ２００

備考 汚水等は、液中燃焼設備（７ＣＴ）にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２４０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９～１１

最大 ９～１１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７０，０００

最大 １００，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５，０００

最大 ３０，０００

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 ７～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３８

最大 ５０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号
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� 排ガスコンデンサー２（５３Ｅ－８１２）

� 循環ガスドレンセパレーター（５３Ｄ－７９３－２）

� 製品化工程排ガス水洗塔（５３Ｔ－７９４）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 ７～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３８

最大 ５０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５

最大 ５０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１４０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８～１０

最大 ８～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３６，０００ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４５０

最大 ７００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５０

最大 １００

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１２，８００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号
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� 酸洗浄水槽（５３ＴＫ－７０１）

� 排ガスドレンセパレーター（５３Ｄ－７９５）

� 精製塔（５６Ｔ－２０３）

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４５

最大 ７５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５

最大 ５５

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号イ 洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり９５０トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５，０００

最大 ２０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４，０００

最大 ６，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５

最大 ２５

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１２４，８００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８～１０

最大 ８～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０

最大 ４５

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１０５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ２～５
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� 濃縮塔（５６Ｔ－２０４）

� ストリッパー塔（５６Ｔ－２０５）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 液中燃焼設備（７ＣＴ）

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４００

最大 ６００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ４００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３０

最大 ３９０

備考 汚水等は、アルカリダイジェスター（５６Ｄ－５０２）及びＮＢＴ新居浜
総合排水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４８トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ３～６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００，０００

最大 １５０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５，０００

最大 ２５，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７

最大 ８

備考 汚水等は、５ＭＮインシネレーターにて焼却処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１５５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～６

最大 ３～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０，０００

最大 １５，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０，０００

最大 ９０，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１５

最大 １３５

備考 汚水等は、�２湿式酸化処理設備ＷＡＯ及びＮＢＴ新居浜総合排水処
理施設にて処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 液中燃焼方式

処 理 施 設 の 構 造 外筒鋼板内部耐火煉瓦製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 内径３．９メートル 高さ２２．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２１０トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 液中燃焼方式
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� ５ＭＮインシネレーター

� アルカリダイジェスター（５６Ｄ－５０２）

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１２

最大 ３～１３

通常 ８～９

最大 ８～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７９，５００

最大 １２８，０００

通常 １４

最大 １４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６０

最大 １２０

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３，８００

最大 ２７，３００

通常 ２０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８９

最大 ２０８

通常 ４５６

最大 ９１２

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００，０００

最大 １２１，２００

通常 －

最大 －

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ６０

通常 －

最大 －

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６３０

最大 １，０００

通常 －

最大 －

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

通常 －

最大 －

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６７

最大 ２４６

通常 ０

最大 ０

備考 汚水等は全て焼却処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 燃焼式

処 理 施 設 の 構 造 外筒鋼板内部耐火煉瓦製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 内径３．８メートル 高さ２２．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４６トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 燃焼式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～５

最大 １～６

通常 －

最大 －

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後１６か月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 アルカリ加水分解

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径２．６メートル 高さ９．９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４８０トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 アルカリ加水分解

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

通常 ８～９．５

最大 ８～９．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４００

最大 ６００

通常 ３７２

最大 ５７１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

通常 １９

最大 ４８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ４００

通常 ４

最大 ９

愛 媛 県 報平成２８年１０月２８日 第２８２０号

８８０



� �２湿式酸化処理設備ＷＡＯ

� ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３０

最大 ３９０

通常 １４０

最大 ４１０

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

設 置 年 月 日 昭和４７年１０月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 加圧湿式酸化及び脱窒方式

処 理 施 設 の 構 造 外筒鋼板内部ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径 １メートル 長さ８．４メートル
×２基

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３６０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 加圧湿式酸化及び脱窒方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ４．０～９．０

最大 ４．０～９．０

通常 ５．０～９．０

最大 ４．０～１１．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３４，８８６

最大 ６２，９５１

通常 ７７４

最大 １，４５５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５４４

最大 ７，００６

通常 ３８３

最大 １，１６６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９６，２２６

最大 １４５，５９８

通常 １，９９７

最大 ４，５５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０２

最大 ０．０２

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３１２

最大 ３５０

通常 １，３９９

最大 １，６７０

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１６０メートル 横７１メートル
高さ６．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿及び酸素ばっ気式活性汚
泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８～１２

最大 ８～１２

通常 ７～８

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０９．７

最大 １，１６２．６

通常 １２１．３

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４６．６

最大 ８８１．５

通常 １７．２

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７６０．４

最大 １，５００．２

通常 １５１．９

最大 ２１２．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．２

最大 ３１．９

通常 ２．１

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９，０２９

最大 １０，６１５

通常 ９，０２９

最大 １０，６１５

設 置 年 月 日 平成２１年１月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 酸素ばっ気式活性汚泥処理方式

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 散気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿及び散気式活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

�������
�愛媛県告示第１２０５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２４

号イ、ロ、ニ及びホ第２７号イ、ロ、ハ、ヌ及びル、第３２号イ、ロ

及びニ、第３３号ロ及びハ、第３５号イ、ロ及びハ、第３７号イ、ロ、

ハ、ニ、ホ、ヌ、ヨ及びタ、第４６号イ、ロ及びニ、第７１号の４並

びに第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状

態及び量並びに用水及び排水の系統

５ 特定施設に関する事項

� プロセスドレン分離器（Ｄ－２０２）

� ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６３０．６

最大 １，２４２．１

通常 １２６．７

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８０．９

最大 ８６２．１

通常 ２９．２

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５９９．１

最大 ７１７．６

通常 ２１８．１

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１．０

最大 ６８．９

通常 ４．６

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４，７６５

最大 １７，８３１

通常 １４，７６５

最大 １７，８３１

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．８

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２．６

最大 ４５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５６

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５２，９８６

最大 ３３５，４０５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３４箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．７

最大 １１．４

通常 ４．２

最大 １０．５

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １９１．９

最大 ２８７．７

通常 １２１．３

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１．８

最大 ７１．４

通常 １７．２

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９２．７

最大 ２１２．３

通常 １５１．９

最大 ２１２．３
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� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

６ 汚水等の処理施設に関する事項

� �２湿式酸化処理設備ＷＡＯ

� ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ５．４

通常 ２．１

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５，４４０

最大 ６，３２０

通常 ９，０２９

最大 １０，６１５

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２６．６

最大 １８４．２

通常 １２６．７

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３２．９

最大 ６９．６

通常 ２９．２

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１０．１

最大 ２４０．９

通常 ２１８．１

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．１

最大 １１．５

通常 ４．６

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３，３７２

最大 １５，７５５

通常 １４，７６５

最大 １７，８３１

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１６，７８３
最大
２８，５４１

通常
７５４
最大
１，４３７

通常
３４，８８６
最大
６２，９５１

通常
７７４
最大
１，４５５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１，３４９
最大
３，４５９

通常
４１１
最大
１，２５４

通常
２，５４４
最大
７，００６

通常
３８３
最大
１，１６６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
３５，９０１
最大
５５，３６２

通常
１，５０９
最大
３，７７０

通常
９６，２２６
最大
１４５，５９８

通常
１，９９７
最大
４，５５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０１
最大
０．０１

通常
０．０１
最大
０．０１

通常
０．０２
最大
０．０２

通常
０．０１
最大
０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
５８０
最大
７０１

通常
１，２８４
最大
１，５３５

通常
３１２
最大
３５０

通常
１，３９９
最大
１，６７０

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５４２．２
最大
１，２４２．１

通常
１２６．６
最大
１８４．２

通常
６３０．６
最大
１，２４２．１

通常
１２６．７
最大
１８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４１９．７
最大
８６２．１

通常
３２．９
最大
６９．６

通常
３８０．９
最大
８６２．１

通常
２９．２
最大
６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５９７．４
最大
７１７．６

通常
２１０．１
最大
２４０．９

通常
５９９．１
最大
７１７．６

通常
２１８．１
最大
２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
３４．３
最大
６８．９

通常
５．１
最大
１１．５

通常
３１．０
最大
６８．９

通常
４．６
最大
１１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１３，３７２
最大
１５，７５５

通常
１３，３７２
最大
１５，７５５

通常
１４，７６５
最大
１７，８３１

通常
１４，７６５
最大
１７，８３１

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．２７

最大 ３５．０

通常 １５．８

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９．４５

最大 ６９．０

通常 ２８．７

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０．２２

最大 ３０．０

通常 ２２．６

最大 ４５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５６

最大 ２．０

通常 ０．５６

最大 ２．０

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
９０４．４
最大
１，１６２．６

通常
１９１．９
最大
２８７．７

通常
６０９．７
最大
１，１６２．６

通常
１２１．３
最大
２８７．７

汚染状態の

値

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４０５．９
最大
８８１．５

通常
３１．８
最大
７１．４

通常
２４６．６
最大
８８１．５

通常
１７．２
最大
７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１，１３７．８
最大
１，５００．２

通常
１９２．７
最大
２１２．３

通常
７６０．４
最大
１，５００．２

通常
１５１．９
最大
２１２．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１５．３
最大
３１．９

通常
３．０
最大
５．４

通常
９．２
最大
３１．９

通常
２．１
最大
５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
５，４４０
最大
６，３２０

通常
５，４４０
最大
６，３２０

通常
９，０２９
最大
１０，６１５

通常
９，０２９
最大
１０，６１５
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公 告

� 東総合排水口

変更なし

�������
�愛媛県告示第１２０７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２８年１０月２８日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２８年１０月１８日

３ 指定道路の位置

四国中央市下柏町字ヘラ地９０１番１及び９０１番２の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２０．１２メートル

� 幅員 ４．００メートル

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

�愛媛県告示第１２０６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２０８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年１０月２８日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１２０９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年１０月２８日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４６，４４７

最大 ３２７，０００

通常 ２５２，９８６

最大 ３３５，４０５

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２５）第１７２１２号 平成２５年
９月６日 山協設備 山之内利昭 新居浜市松の木町４－２ 平成２８年

９月１日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１３８５２号 平成２４年
１０月２４日 �協栄技研 伊東 義章 新居浜市中村松木１－１２

－３
平成２８年
９月５日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１３５２５号 平成２３年
９月１３日 黒川電気商会 黒川 秀夫 西条市丹原町丹原７７－１７ 平成２８年

９月１２日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２３）第７７４１号 平成２３年
１１月１４日 森建設� 森 智子 今治市玉川町竜岡上甲３６

３
平成２８年
９月２０日

とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第２９号

平成２８年１０月１８日
東温市松瀬川字並松甲１６９番１

東温市南方５２１番地１

エスポワール紫音Ｂ１０１号

木 村 晃 基

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第３０号

平成２８年１０月１９日
伊予市上吾川字白水甲２２８９番１０

松山市西垣生町２３４５番地

帝人今出社宅１－４

大 � 真 司
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電子メール添付ファイルの無害化システムの購入

� 購入物品名及び数量

入札説明書及び仕様書による。

� 購入物品の内容等

仕様書による。

� 納入期限

平成２９年３月１７日（金）

� 納入場所

仕様書による。

� 入札方法

ア この入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負等編）

に基づき、所定の手続により紙入札を承諾した場合を除き、

入札書の提出、開札等の行為を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムの利用者登録を行っていない入札

参加資格者が応札する場合は、紙入札により行うものとする。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６年度、平成２７年度及び平成２８年度の

製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認め

られ、かつ「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� ＩＳＯ２７００１の認証を取得している者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 購入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県企画振興部政策企画局情報政策課行政情報グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８７

� 入札書の受領期限

ア 電子入札による場合は、平成２８年１２月７日（水）から同月

９日（金）までの電子入札システムの稼働時間中（愛媛県の

休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３号）第１条第１

項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）以外の

日の午前９時から午後８時まで（最終日は午後５時まで）を

いう。以下同じ。）に提出すること。

イ 紙入札による場合は、平成２８年１２月７日（水）から同月９

日（金）までの受付時間中（県の休日以外の日の午前８時３０

分から午後５時までをいう。以下同じ。）に�に掲げる場所

に持参又は郵送等（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれ

らに準ずるものに限る。以下同じ。）により提出すること。

ウ 郵送等により入札書を提出する場合は、平成２８年１２月９日

（金）午後５時までに、�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２８年１２月１２日（月）午前１０時

愛媛県庁本館１階 企画振興部政策企画局情報政策課システ

ム設計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、仕様適合確認審査

申請書（以下「審査申請書」という。）を知事に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 審査申請書の受領期限

� 電子入札による場合は、平成２８年１０月２８日（金）から同

年１１月２１日（月）までの電子入札システムの稼働時間中に

提出すること。

� 紙入札による場合は、平成２８年１０月２８日（金）から同年

１１月２１日（月）までの受付時間中に３�に掲げる場所へ持
参又は郵送等により提出すること。

イ 郵送等による審査申請書の取扱い

郵送等により審査申請書を提出する場合は、平成２８年１１月

２１日（月）午後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased： Data

Sanitization System for Email Attachments，１ set

� Time limit of tender：５：００ p．m．，９ December２０１６

� For further information，please contact： Administrative

Computerization Group，Information Technology Division，

Pol icy and Planning Subdepartment， Planning and

Development Department，Ehime Prefectural Government，
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選挙管理委員会告示

４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan Tel０８９―９１２―２２８７

�愛媛県選挙管理委員会告示第５９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２８年１０月２８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１８７，３８１

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，７４８

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４８，４２３

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２８年１０月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２８年１０月１４日 特定非営利活動法人
農業で古里創りＮＰＯ 白 戸 邦 生 松山市北斎院町６８２番地の３ この法人は、不特定多数の人々を対象に、耕作

放棄地の有効活用や過疎農村問題を中心とした、
都市生活者と農村住民との交流活動などを展開
し、日本人の原点である農村の原風景や文化、
地域社会問題にも目を向けながら、楽しい農業
の出来るまちづくりの支援や農業を通じた障害
者に対する支援活動を行うことによって、地域
の活性化を図り、公益の増進に寄与することを
目的とする。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，１０６ １４，７０２

南 宇 和 郡 １９，９２４ ６，６４２

松山市・上浮穴郡 ４３９，３４５ １３９，８９１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４４，１１１ ４８，０３７

宇和島市・北宇和郡 ８１，１９９ ２７，０６７

八幡浜市・西宇和郡 ３９，８２０ １３，２７４

新 居 浜 市 １０１，７１０ ３３，９０４

西 条 市 ９３，３０５ ３１，１０２

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５３，２１２ １７，７３８

伊 予 市 ３２，０３７ １０，６７９

四 国 中 央 市 ７５，６２６ ２５，２０９

西 予 市 ３４，６３５ １１，５４５

東 温 市 ２８，３５１ ９，４５１

平成２８年１０月２８日 発行
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